
議 案 第 ７２ 号 

 

   松戸市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 松戸市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  平成２４年２月２３日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 第５期介護保険事業計画の策定に伴い、被保険者の負担能力に応じたきめ細

かい保険料段階の設定を行うとともに、介護保険の財政の安定及び均衡の観点

から第１号被保険者の保険料率を引き上げるため。 

 



   松戸市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 松戸市介護保険条例（平成１２年松戸市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 

第７条第１号及び第２号中「2 2,0 8 0 円」を「2 6,7 6 0 円」に改め、同

条第３号中「3 3,1 2 0 円」を「4 0,2 0 0 円」に改め、同条第４号中

「4 6,0 8 0 円」を「5 5,9 2 0 円」に改め、同条第５号中「5 1,6 0 0 円」

を「6 2,5 2 0 円」に改め、同号イ中「又は第９号イ」を「、第９号イ、第１０

号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同条第

６号中「5 7,6 0 0 円」を「6 9,8 4 0 円」に改め、同号イ中「又は第９号  

イ」を「、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は

第１４号イ」に改め、同条第７号中「6 9,1 2 0 円」を「8 3,8 8 0 円」に改

め、同号ア中「 3,5 0 0,0 0 0 円」を「 3,0 0 0,0 0 0 円」に改め、同号イ中

「又は第９号イ」を「、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第

１３号イ又は第１４号イ」に改め、同条第８号中「 7  5, 9  6  0  円」を

「8 9,4 0 0 円」に改め、同号ア中「 5,0 0 0,0 0 0 円」を「 4,0 0 0,0 0 0  

円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１０号イ、第１１号

イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同条第９号中

「8 2,9 2 0 円」を「9 5,0 4 0 円」に改め、同号ア中「 8,0 0 0,0 0 0 円」

を「 5,0 0 0,0 0 0 円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号

イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」を加え、同条第 

１０号中「9 2,1 6 0 円」を「 1 3 4,1 6 0 円」に改め、同号を同条第１５号

とし、同条第９号の次に次の５号を加える。 

⑽ 次のいずれかに該当する者 1 0 6,2 0 0 円 

ア 合計所得金額が 6,0 0 0,0 0 0 円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第



３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１２ 号

イ、第１３号イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

⑾ 次のいずれかに該当する者 1 1 1,8 4 0 円 

ア 合計所得金額が 7,0 0 0,0 0 0 円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１３号イ

又は第１４号イに該当する者を除く。） 

⑿ 次のいずれかに該当する者 1 1 7,3 6 0 円 

ア 合計所得金額が 8,0 0 0,0 0 0 円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１４号

イに該当する者を除く。） 

⒀ 次のいずれかに該当する者 1 2 3,0 0 0 円 

ア 合計所得金額が 9,0 0 0,0 0 0 円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部 分を除く。）又は次号イに該当する

者を除く。） 

⒁ 次のいずれかに該当する者 1 2 8,5 2 0 円 

ア 合計所得金額が 1 0,0 0 0,0 0 0 円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第



３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を 除

く。） 

附則中第１１項を第１３項とし、第８項から第１０項までを２項ずつ繰り下

げ、第７項の次に次の見出し及び２項を加える。 

（平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例） 

８ 令附則第１６条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用す

る場合を含む。）に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年

度までの保険料率は、第７条第３号の規定にかかわらず、3 7,9 2 0 円とす

る。 

９ 令附則第１７条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用す

る場合を含む。）に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年

度までの保険料率は、第７条第４号の規定にかかわらず、5 0,2 8 0 円とす

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松戸市介護保険条例第７条の規定は、平成２４年

度以後の年度分の保険料について適用し、平成２３年度分までの保険料につ

いては、なお従前の例による。 


